
Q & AQ & AQ A

補装具について

公務災害補償の対象として現在療養中の団員が、補装具を作りました。
すでに装具会社に対して支払もすませているようですが、支払の対象に
なりますか。

Q

A 療養中に作成される装具は、一般的には医師の指示のもとに作成される治療用装

具かと思われますが、この場合は療養補償費としてお支払することが可能です。

請求時には、作成された装具が治療上必要としたか否かを示していただく必要がありま

す。１号紙 診療費請求明細書（病院・診療所用）において、補装具の装着を治療上必要と認

めたことの有無という欄にチェックしたうえで、補装具の種類を記入いただくことになり

ます（装具の装着証明でも構いません）。

（災害補償課）
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Q & AQ & AQ A

A 請求金額については、病院からの請求であれば、上記の１号紙にある「イ 診療報

酬点数表により計算できないもの」の欄に、補装具代と明記の上金額をご記入いただ

き、診療費としてご請求いただくことになりますが、ご質問の場合は、病院側の請求明細に

は含まれないものになるかと考えられます。その場合は、装具会社で補装具を作る際に作

成された、装具材料や価格が明示された請求書又は領収書を添えていただくとともに、別

記様式第４号 療養補償費内訳書にて、６ 上記以外の療養費欄に補装具と記入の上、請求を

お願いいたします。

なお、市町村等に代わって行うこととなっている福祉事業の中にも補装具という項目が

ありますが（福祉事業の実施に関する規程 第４条）、これは、障害等級に該当した方のうち

補装具を必要とする方に対して、補装具の支給又はその費用を支給するものであり、治療

のために必要とされる補装具とは別のものになりますのでご注意願います。
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